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新
年
を
迎
え
て

北
町
内
会
長
　
革
其
目
生　
土ギ

静瑛

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す
。

昨
年
は
、
役
員

。
班
長
皆
様
方
の
業
務
実
施
に
対
す
る
ご
努
力
と
、
会
員

皆
様
方
の
町
内
会
事
業
に
対
す
る
ご
理
解

。
ご
協
力
に
よ
り
町
内
会
運
営
は
、

所
期
の
目
的
を
達
し
た
も
の
と
、
哀
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
最
近
は
世
界
各
地
で
大
地
震
が
発
生
し
、
多
く
の
人

が
命
を
落
と
し
て
お
り
ま
す
。
恵
庭
市
に
お
い
て
も
三
十
年
以
内
に
６
％
弱

の
確
立
で
大
地
震
の
発
生
が
見
積
も
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
少
子
高
齢
の
波
は
北
町
内
会
に
も
及
び
、
昭
和
十
年
以
前
生
ま
れ

（満
七
十
歳
）
の
高
齢
者
が
平
成
十
八
年

一
月

一
日
現
在
で
二
百
三
十
名
以

上
と
な
り
、平
成
二
十
年
に
は
二
百
八
十
名
以
上
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
平
成
十
八
年
度
は
従
来
か
ら
の
恒
常
事
業
に

①
　
北
町
内
会
地
震
対
策
隊
の
編
成
人
員
の
充
足
と
教
育

・
訓
練

（勉
強

会
）
の
実
施
に
よ
る
能
力
の
向
上

②
　
北
町
内
会
の
現
況
に
対
応
す
る
高
齢
者
対
策
の
検
討

の
二
項
目
を
特
別
事
業
と
し
て
付
加
し
、
町
内
会
を
運
営
し
て
い
く
所
存

で
す
。

年
度
途
中
何
か
と
困
難
な
場
に
当
た
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

皆
様
方
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

以
上
、
簡
単
で
す
が
、
本
年
度
に
お
け
る
町
内
会
長
の
所
信
と
さ
せ
て
頂

き
、
最
後
に
、
皆
様
方
の
ご
家
族
共
々
に
良
い
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
お
祈

り
し
、
町
内
会
長
と
し
て
っ

）
頭
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

鰈
第

一
回
役
員
会
実
施
さ
れ
る

平
成
十
八
年
度
の
第

一
回
役
員
会
が

一
月
十
五
日
恵
み
野
北
会
館
で

行
わ
れ
、
今
年
の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

今
年
二
年
目
と
な
る
長
屋
会
長
の
挨
拶
で
始
ま
り
、
役
員
紹
介

（今

年
度
役
員
名
簿
は
添
付
資
料
を
参
照
し
て
下
さ
い
）
の
後
、
議
長
に
三

上
副
会
長
を
選
出
し
議
題
に
入
り
ま
し
た
。

新
区
長
さ
ん
の
具
体
的
役
割
の
説
明
を
中
心
に
会
議
は
進
め
ら
れ
、

予
定
の
二
時
間
半
で
終
了
し
ま
し
た
。

主
な
議
題
は
次
の
と
お
り

一　

平
成
十
七
年
度
北
町
内
会
事
業
計
画

一
一　
区
長

・
班
長
の
業
務
説
明

〓
一　
郵
便
公
社
簡
易
保
険
、
取
扱
事
務
の
説
明

四
　
恵
み
野
北
会
館
の
使
用
方
法

０
，

・

一
´

ン 資

⑮ 礼
醸 綬 褻
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貶  櫃

北
町
内
会
会
則
の

聰

一
部
改
正

辣

北
町
内
会
会
則
の
第
７
条
と
北

会
館
管
理
規
定
第
３
条
を
左
記
の

通
り
改
正
し
ま
す
の
で
お
手
持
ち

の
会
則
を
訂
正
し
て
下
さ
い
。

◎
北
町
内
会
会
則

（役
員
の
選
任
）

第
７
条
２

区
長
は
、
当
該
区
に
お
い
て
、

四
役

・
専
門
部
長
を
三
年
以
上

の
連
続
経
験
者
を
除
い
た
中
か

ら
選
出
す
る
。
但
し
、
本
人
が

就
任
を
希
望
す
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

ま
た
、
会
長
が
役
員
選
考
委

員
と
し
て
委
嘱
す
る
。

◎
北
会
館
管
理
規
定

（鍵
の
保
管
）

第
３
条

会
館
の
鍵
は
、
相
談
役
、
会

長
、
副
会
長
、
総
務
部
長
、
会

計
部
長
、
総
務
副
部
長
、
会
計

副
部
長
及
び
管
理
人
が
そ
れ
ぞ

れ
保
管
す
る
。

四 三 二

音「

聰 餃
嘲 巫

△
〓

計

会
計
部
の
主
な
業
務
は
次
の
通
り
で
す
。

（
一
）
町
内
会
の
会
計
及
び
補
助
金
の
申
請
、
受

理
に
関
す
る
事
項
。

簡
易
保
険
の
払
込
に
関
す
る
事
項

資
源
回
収
金
の
会
計
に
関
す
る
事
項

町
内
会
連
合
会
事
務
局
当
番
時
の
会
計
に

関
す
る
事
項
。

町
内
会
費
の
徴
収
は
上
半
期
分

（
一
月
～
六
月
）

を

一
月
に
、
下
半
期
分

（七
月
～
十
二
月
）
を
七

月
に
区
長
さ
ん
が
集
金
に
伺
い
ま
す
。　
一
年
分
全

納
さ
れ
る
方
は
歓
迎
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

ま
た
、
北
町
内
会
は
、
郵
便
局
簡
易
保
険
の
団

体
扱
い
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
各
人
の
掛
け
金
も

団
体
割
引
対
象
と
な
り
ま
す
し
」
、
町
内
会
に
も

簡
易
保
険
取
扱
手
数
料
が
入

っ
て
き
ま
す
。
昨
年

度
は
五
十
七
万
二
千
三
百
九
十
三
円
の
収
入
と
な

り
町
内
会

の
貴

重
な
財
源
と
な

り
ま
し
た
。
団

体
扱

い
と
し
て

い
な

い
方
は
是

非
ご

一
報
く
だ

さ
い
。

右から

川潟 会計部長

松岡 会計副部長

防
犯
交
通
部
長

　

ノ‐、
■
出
〓
合

広
島
市
、
栃
木
県
で
の
小
学

一
年
女
児
殺
害
事
件
は
、
い
ず

れ
も
下
校
途
中
で
起
き
た
悲
劇
で
す
。

恵
み
野
北
町
内
会
の
自
主
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「わ
ん

。
ラ

ン

ク
ラ
ブ
」
（会
員
二
十
二
名
）
は
、
子
供
た
ち
を
守
ろ
う
と

十
二
月
二
十

一
日
、
十
三
名
の
会
員
と
愛
大
が
恵
み
野
旭
小
学

校
前
に
集
ま

っ
た
後
、
下
校
の
子
供
た
ち
と
連
れ
だ

つ
て
、
北

町
内
を
二
手
に
わ
か
れ
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
地
域
の
連
帯
感
を
高
め
る
こ
と
が
犯
罪
の
抑
止

に
つ
な
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
日
も

「防
犯
」
の
黄
色
い
腕
章
を
着
用
し
、
会
員
が
愛
犬

と
散
歩
や
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
で
町
内
を
目
配
り
し
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

魏 隕
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